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全 点 協 議 会 資 料

桜山神社参道地区の将来像について

平成 22年 9月 29 日

都 市 整 備 部

1.桜山神社参道地区の経緯等について

時期 経緯

戦前 桜山神社の境内地

晦和 12年4月 17日 国の史跡指定

終戦時 海外引揚げ者が境内地や亀が池池畔にバラツク店舗

昭和29年～ 都市計画道路 ｢中ノ橋 .大通り線｣.の整備に伴い,仮設桟橋

上や参道地区へ仮移転

昭和31年5月 14日 都市計画決定 .■

昭和34年 桜山 .亀が池商店街市街地整備をする際,公園整備事業実施

時由ま協力する旨の条件付きで現在に至る:

2.桜山神社参道地区に想定される遺構 (Bl願 料1)

･盛岡城内曲輪 (中亡J部分)の下曲輪に位置している｡

･内堀 (鶴ヶ池 ･亀ヶ池)に囲まれ,周囲を土塁に囲まれている｡

･北側は土橋で連絡され.中央には大手に相当する ｢綱御門｣′と ｢析形十が存在した｡

･東半には藩の財政や物産を所掌した ｢勘定所｣,南側には待合室としての機能を持つ ｢大

腰掛｣が存在した｡

3.桜山参道地区の土地所有区分 ･(別添資料2)

所 有 区 分 面 ■横

市有地 (行政財産.普通財産) 2,969.鵬m9(50%)

桜山神社所有地 1,539.54m9C26%)

個人所有地 1,387.29nf(24%)

4.桜山参道地区の将来像について (別添資料3)

①盛岡城の大手にあたる綱御門周辺の整備をおこない,城郭の正面性をアピールする｡

さらに,下曲輪周囲を囲む土塁 ･堀跡の整備をおこない,城郭の規模 ･構造を想起さ

せる整備を推進する｡

②下曲輪東半に勘定所風建物を整備し.史跡の案内･管理機能 地域資源の活用を図る｡

※遠い将来には史跡を構成する主要な要素以外のものは史跡外に移転を図るという方針

は維持するものとしつつ,今後の社会状況等の変化により方向性を検討するものとする｡



5.現状変更基準について

【建物の維持 ･改修 ･改築等の基準】

範 囲 方 向 性 建物の維持 .改修 .朝 霞等の条件

土塁 .堀 .綱御門 ○土塁 .門跡等ゐ整備のた ○整備着手までの間,建物の維持修繕

に該当する範囲 め.移転 .公有地化を推進するo (内.外装の改修等)に限P許容するo

上記以外の範囲 ○当該地区の建物規模や意 ○整備着手までの間 道構面の保

匠等について,住民 .権利者の同意を得ながら ｢地区計 三 三三 三 二 ㌔ ミ ヤ

画制度｣等を策定し,改築等に対 Iについて許容するO .

し一定の規制を設けるo ○杭基礎 .地盤改良工事車認めない○

○将来的に勘定所跡に想定 ○基鞄工事については,畢存の掘
される範囲■(下曲輪東半部) 削範囲内に収めることとするo

にガイダンス施設の設置を ○外壁等の修景について協力

6.今後の進め方について

本年度は整備方針 ･現状変更基準について地元住民の合意を得ることを目指 し,整備

の具体的な構想.詳細な建築許可基準については,来年度検討するものとするo

【保存管理計画策定に係るスケジュール】

9月29日 市議会全員協議会

10月上旬～中旬 地元説明会 _

10月下旬 保存管理計画策定委員会

パブリックコ.}ント

保存管理計画策定委員会計画策定



城内(内曲輪)の建物配置復元図(江戸時代後期)
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